
 

 

第 80 回島根県対策本部会議の開催結果について 

 

本日、標記会議を書面開催し、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．県内及び全国の感染状況等を踏まえた県の対応について 

・県の対応について、別添資料２「島根県の対応（案）」のとおり決定 

 ・要請の期間は、８月９日から当面の間 

 

（参考） 

令和４年８月５日本部決定の「島根県の対応」からの変更点 

（１）飲食店等の利用に関し、隠岐地域についても４人以下とするよう要請 

 

 

 

（変更理由） 

  県内の感染状況が再び上昇傾向になってきており、隠岐地区についても１０

万人当たりの感染者数が増えてきていること、また、夏休み等により人との接

触の機会が増えることから、本日書面で本部会議を開催し、隠岐地区について

も飲食の際の制限を県内他地域と同様に４人とすることとしました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

※参考として会議資料も添付しています。 

令和４年８月６日 

島根県防災部防災危機管理課 

担当：長廻、吉永 

電話：0852-22-6486 



第 80 回島根県対策本部会議 

 

                日時:令和４年８月６日（土） 

                （書面開催）     

 

 

 

１．県内及び全国の感染状況等を踏まえた県の対応について 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

令和 4年 8月 6日 11：00 時点   

（7 月 30 日～8月 5日）  

令和 3年 11 月 8 日新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言した「新たなレベル分類の考え方」  
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レベル 状況 目安 

 
従来の分類 

（ステージ） 
 

 

レベル 0 

（感染者ゼロレベル） 
新規陽性者数ゼロを維持できている状況 － 

 

Ⅰ 

レベル 1 

（維持すべきレベル） 

安定的に一般医療が確保され、新型コロナウイルス感染

症に対し医療が対応できている状況 
－ 

Ⅱ 

レベル 2 

（警戒を強化すべき 

レベル） 

新規陽性者数の増加傾向が見られ、一般医療及び新型コ

ロナウイルス感染症への医療の負荷が生じ始めている

が、段階的に対応する病床数を増やすことで、医療が必

要な人への適切な対応ができている状況 

・確保病床の使用率 20％以上 

(最大確保病床数 371 床 使用状況 116 床)  

(8/6 11 時現在 31.3％) 

・直近 1週間の人口 10万人あたりの新規陽性者数が 

15 人以上   

(8/6 11 時現在 880.06 人/10 万人/週)       注 1 

 

 

 

Ⅲ 

 

（Ⅲの最終局面） レベル 3 

（対策を強化すべき 

レベル） 

一般医療を相当程度制限しなければ、新型コロナウイル

ス感染症への医療の対応ができない状況 

・病床使用率 50％超    ・重症病床使用率 50％超 

（8/6 11 時現在 31.3％       2/28 床 7.1％） 

・予測ツールや様々な指標に基づき、「３週間後に必要とさ

れる病床数」が最大確保病床数に到達した場合  注 2 

 

Ⅳ 

レベル 4 

（避けたいレベル） 

一般医療を大きく制限しても、新型コロナウイルス感染

症への医療に対応できない状況 
－ 

 

 

・各レベルの適用については、感染状況や医療ひっ迫の状況等を考慮し、新規陽性者数、今週先週比、入院率等の参考指標を用いて、総合的に判断する。 

注 1 保健所のひっ迫も考慮し、病床使用率や新規陽性者数も含め、各都道府県が具体的な数値を設定 
注 2 政府分科会の目安に準拠 

資料１ 



 

令和 4年 8月 6日 11:00 時点   

（7 月 30 日～8月 5日）  

令和 3年 4月 15 日新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言した「ステージ判断のための指標」 

指標 

医療提供体制の負荷 感染の状況  監視体制（参考） 

①病床のひっ迫具合 ②療養者数 

（入院者、自宅・宿泊療

養者の合計） 

③PCR 陽性
率 

④新規陽性者数 
⑤感染経路 

不明割合 

 
直近 1週間と 

先週 1週間比較  入院医療 注1 重症者用病床 
 

国 

指 

標 

ステージⅢ 

確保病床

の使用率 

20％以上 

入院率 

40％以下 

確保病床の使

用率 20％以上 

人口 10 万人当たりの

全療養者数 

20 人以上  

5％以上 
15人/ 10万人/週

以上 
50％以上 

 

- 

ステージⅣ 

確保病床

の使用率 

50％以上 

入院率 

25％以下 

確保病床の使

用率 50％以上 

人口 10 万人当たりの

全療養者数 

30 人以上  

10％以上 
25人/ 10万人/週

以上 
50％以上 

 

- 

県の状況 

【8/6 11:00 時点】 

・確保病床の 

使用率  31.3％ 

・入院率  2.0％ 

 

・最大確保病床数 

371 床 

・使用状況 116 床 

・確保病床の 

使用率 7.1％ 

 

 

・最大確保病床

数 28 床 

・使用状況 2床 

人口 10 万人当たりの

全療養者数 

1,216.34 人 

 

全療養者     8,113 人 

（入院者       166 人） 

（宿泊療養者    39 人） 

（自宅療養者 5,934 人） 

（入院等予定者 1,023 人）   

（入院等調整中 951 人） 

37.2％注2 

 

 

 

7/25～7/31 

4,188 人 

/11,266 件 

880.06 人 

/10 万人/週 

 

 

7/30～8/5 

5,591 人 

51.8％ 

 

 

 

7/28～8/3 

2,277 人 

/4,394 人 

※調査中を除く 

 1.16 

 

 

 

【7/23～7/29】5,070 人 

【7/30～8/5】 5,870 人 

ty 

 

注 1 確保病床とは、病床・宿泊療養施設確保計画において最大限確保した病床をいう。入院率とは、療養者数に対する入院者数の割合をいう。入院率については、感染拡大に伴い療養

者数が増加すると、入院できない自宅療養者数等が増加することとなり、入院者に対する療養者数が増加することから、医療の逼迫状況を把握するための指標として用いるもので

ある。このため、入院率の指標については療養者数が人口 10 万人あたり 10 人以上の場合に適用する。入院率の数値は、厚生労働省「都道府県の医療提供体制等の状況（医療提供

体制・監視体制・感染の状況）について（６指標）」より引用。 

注 2 県の PCR 陽性率は、PCR 検査・抗原検査等の総数を使用。 

参考指標 
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島根県の対応（案） 

島根県対策本部決定 
 

県内と全国の感染状況、基本的対処方針を踏まえ、県民及び事業者に対

し、下記のとおり要請する。 

要請の期間は、令和４年８月９日から当面の間とする。 

１． 都道府県をまたぐ移動 

帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動については、行き先の都道府

県の要請を確認の上、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止

対策を徹底した上で行うこと。ただし、発熱等の症状がある場合は

控えること。 

重症化リスクの高い高齢者（６５歳以上）や基礎疾患注のある方、

妊娠中の方、ワクチン未接種の方は、医療提供体制がひっ迫してい

る都道府県（確保病床使用率が７０％超かつ入院率２％以下の都道

府県等）への移動については、慎重に判断すること。（該当する都道

府県については、県のホームページで公開します。８月５日現在は、

東京都、神奈川県、静岡県、福岡県、鹿児島県、沖縄県が該当します）。 

また、県外のご家族やご親戚などが自宅に滞在する場合や、県外の

個人宅等に滞在する場合は、自宅・個人宅等でも家庭でできる感染

防止対策を徹底すること。 

注 悪性腫瘍（がん）、慢性呼吸器疾患（COPD など）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質

資料２ 
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異常症、心臓や血管の病気、脳梗塞や脳出血など脳血管の病気、高度肥満（BMI が 30 以

上）、喫煙（ヘビースモーカーの場合）、固形臓器移植後の免疫不全、免疫抑制・調整薬

の使用、HIV 感染症など 

２． 基本的な感染対策の徹底 

職場や家庭での感染を防ぐため、引き続き、 

⑴ 「三つの密」の回避 

⑵ 「人と人との距離の確保」 

⑶ 「マスクの着用（不織布マスクを推奨）」 

⑷ 「手洗いなどの手指衛生」 

⑸ 「換気」 

など、基本的な感染対策に取り組むとともに、特に職場での「居場

所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意すること。 

３． 家庭や職場等での健康管理 

発熱や風邪等の症状がある方は、仕事や学校を休み、外出を控え、

すみやかに、かかりつけ医、又はしまね新型コロナウイルス感染症

「健康相談コールセンター」に連絡のうえ、医療機関を受診するこ

と。 

児童・生徒の保護者の方も、こうした対応を徹底すること。 

各職場においても、職員の体調がすぐれない場合は、すみやかに医

療機関への受診を促すなど、健康管理を徹底すること。 

４． 無料検査の受診 

感染に不安を感じる無症状の方は、検査を受けること。なお、この
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要請については、要請の期間を８月３１日までとする。（特措法第 24

条第 9項に基づく要請） 

５． 飲食店等の利用 

飲食店等の利用については、各店舗において感染防止対策を徹底

し、県民の皆様は、そうした店舗を利用することを前提として、 

⑴ 飲食の際の人数を４人以下とすること。 

ただし、同居する家族等での利用については、これらの人数制

限を適用しない。 

⑵ 時間については、複数の店舗を利用する場合も含めて、合計で、

「島根県新型コロナ対策認証店」を利用する場合は３時間、それ

以外の店舗を利用する場合は２時間を限度とすること。 

なお、「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗

等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたって

は十分な距離を確保すること。 

６． ワクチンの追加接種 

 新型コロナウイルス感染症の重症化や発症等を予防するため、迅

速なワクチンの追加接種を進め、接種を希望する全ての方が追加接

種を受けられるよう、市町村は、体制の確保に取り組むこと。 

７． 業種ごとのガイドライン遵守 

感染防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべ
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き基本的事項を整理した業種別ガイドラインを遵守すること。（特措

法第 24条第 9項に基づく要請） 

８． イベント開催の目安 

イベント等については、「島根県の対応（別紙）」に示す要件に沿っ

て開催すること。（特措法第 24条第 9項に基づく要請） 

９． 接触確認アプリの活用 

厚生労働省が提供している接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）を、感染

拡大防止のため、積極的にインストールし、活用すること。 

10． 事業所での接触低減の取組 

事業所においては、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通

勤など、人との接触を低減する取組を行うこと。 

11． 誹謗中傷や差別の防止 

感染した方やその関係者などに対する、インターネットや SNS 上

などでの誹謗中傷、うわさ話などは厳に慎み、県や市町村などの公

的機関が発信する情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をとる

こと。 

また、ワクチンを接種できない方を含め、ワクチンを接種してい

ない方に対して、誹謗中傷や不当な差別をしないこと。 



 

 

  

島根県の対応（令和 4年 6月 24 日島根県対策本部決定） 

【令和 4年 6月 24 日以降のイベント等開催制限の目安について】 

⑴ 観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動で生じる、イベント等に係る感染拡
大リスクを抑制し、また、イベント等における感染防止策等を徹底する観点等から、
令和 4 年 2 月 18 日付の内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長の事務連
絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項
等について」（以下、令和 4 年 2 月 18 日付け事務連絡）に基づき、令和 4 年 2 月 21
日以降、イベント等の開催制限について、①感染防止安全計画を策定し、都道府県に
よる確認を受けた場合、人数上限は収容定員まで、収容率の上限を 100％とする②そ
れ以外の場合は、人数上限 5,000 人又は収容定員 50％のいずれか大きい方かつ収容

率の上限を 50％（大声あり）（注１）又は 100％（大声なし）とする。 

 ①感染防止安全計画を策定（注2） 
②その他 

（安全計画を策定しないイベント） 

人数上限 

（注 4） 
収容定員まで 

5,000 人又は収容定員 50％ 

のいずれか大きい方 

収容率 

（注 4） 

100％ 

大声なしの担保が前提 

大声なし 100％、大声あり 50％以内 

（席がない場合は十分な間隔） 

（注 1）令和 3年 11 月 19 日付け事務連絡等により、「大声」を「観客等が、（ア）通常よりも大き
な声量で、（イ）反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又
は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。 

（注 2）参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50％超のイベントに適用。様式は別に定める。 
（注 3）様式は別に定める。 
（注 4）人数上限と収容率でどちらか小さい方を限度とする。 
 

⑵ 大規模なイベント等（参加者 5,000 人超かつ収容率 50％超）の主催者等は、感染防
止安全計画を策定し、イベント開催日の２週間前までを目途に県に提出の上、確認を
受けること。 

⑶ それ以外のイベントの主催者等は、感染防止対策等を記載したチェックリスト（注3）

を作成し、ホームページ等で公表の上、イベント終了日から１年間保管すること。 

⑷ 主催者等は、イベント開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生

しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用（不織布マスクを推奨）」、
イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る行動管理等、基本的
な感染防止策を講じること。また、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくこ
とや、接触確認アプリ（COCOA）等を活用すること。 

⑸ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置におけるイベント等開催制限の目安や、そ
の他の取扱については、令和 4年 5月 23 日付け事務連絡を確認すること。 

 

別紙 


